
指定訪問介護事業所 おうち ＤＥ 介護 運営規程 

 

 （事業の目的） 

第１条 株式会社Ｔ＆Ｈサポートが開設するおうち ＤＥ 介護（以下「事業所」という。）が行う指

定訪問介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者（以下「訪問介護員等」という。）

が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。 

 

 （運営の方針） 

第２条 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その 

 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の 

生活全般にわたる援助を行う。 

２ 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図 

り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

 （事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 一 名 称 おうち ＤＥ 介護 

 二 所在地 神奈川県足柄上郡大井町金子９４７番地３ 

 

 （職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 一 管理者   １名（常勤・兼務） 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う 

 二 サービス提供責任者 介護福祉士 １名（常勤・兼務） 

   サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員

等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。 

三 訪問介護員等  ５名 

介護福祉士                ２名（常勤） 

介護保険法施行令における２級課程修了者  ３名（非常勤） 

   訪問介護員等は、指定訪問介護の提供に当たり、要介護状態にある高齢者への入浴・排せつ・

食事等の身体介護及び調理・洗濯・掃除等の生活援助を行う。 

 

 （営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 一 営業日 月曜日から金曜日 

       ただし、１２月３０日から１月３日までを除く。 

 二 営業時間 午前９時から午後６時までとする。 

 三 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

 



 （サービス提供日及びサービス提供時間） 

第６条 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。 

 一 サービス提供日 月曜日から日曜日、祝日 

       ただし、１２月３０日から１月３日までを除く。 

 二 サービス提供時間 午前８時から午後８時までとする。 

 

 （指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等） 

第７条 指定訪問介護の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額

は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスである時は、サービス費用

基準額の１割、２割又は３割の額とする。 

  一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴（清拭）介助、着替介助、体位交換、通院介助 

  二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取 

２ 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、公共交通機関を利

用した場合にはその実額を徴収し、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 

   一 通常の事業の実施地域を超えた地点から起算して片道１km につき １００円 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をし 

た上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名捺印）を受けることとする。 

 

 （通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、大井町、松田町、開成町、山北町、小田原市、南足柄市の区域と

する。 

 

 （緊急時等における対応方法） 

第９条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに主治医及び利用者の家族への連絡を行う等の必要な措置を講じる。 

 ２ 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告する。 

 

 （相談・苦情対応） 

第１０条 当事業所は、利用者様からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護 

 支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者様の要望、苦情等に対 

 し、迅速に対応する。 

 

 （事故発生時の対応） 

第１１条 当事業所は、利用者様に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連 

絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

２ 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。 

３ 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

 （その他運営についての留意事項） 

第１２条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設け

るも のとし、また、業務体制を整備する。 



 一 採用時研修 採用後３カ月以内 

 二 継続研修  年２回以上 

２ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で 

なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とす 

る。 

４ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Ｔ＆Ｈサポートと事業所の管 

理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

  附 則 

 この規程は、平成２１年３月１日から施行する。 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年１月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年８月１日から施行する。 

この規程は、平成２８年５月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年３月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙         

利用料金表 
1. 指定訪問介護       

サービス内容 基本料金 保険適用時負担額 

身体介護 

２０分以上３０分未満 ２，４８０円/回 ２４８円/回 

３０分以上１時間未満 ３，９４０円/回 ３９４円/回 

１時間以上１時間半未満 ５，７５０円/回 ５７５円/回 

１時間半以上２時間未満 ６，５８０円/回 ６５８円/回 

生活援助 
２０分以上４５分未満 １，８１０円/回 １８１円/回 

４５分以上 ２，２３０円/回 ２２３円/回 

加算 
訪問介護初回加算 ２，０００円/月 ２００円/月 

訪問介護処遇改善加算Ⅰ ご利用単位数合計の 13.7％ 

地域区別単価割合：その他 利用料 = 単位数 x 地域区別単価割合(大井町は 10.00) 

          

※ 訪問介護員２名派遣の場合                       200/100  

※ 法定代理受領の場合は上記金額の１割、２割又は３割。（ただし、経過措置、利用者負担の減免、公 

費負担がある場合などは、その負担額による。） 
         

2. 通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に係る交通費   

          

自動車を使用した場合の交通費 通常の事業の実施地域を超えた地点から起算して片道１km につき １００円 

 


